
行政トピックス

相談先一覧
◆こころの健康相談統一ダイヤル
　☎ 0570－064－556（おこなおう まもろうよ こころ）
◆よりそいホットライン　24時間対応
　☎ 0120－279－338（フリーダイヤル つなぐ ささえる）
◆鳩山町保健センター
　☎ 296－2530（平日 午前８時 30 分～午後５時 15 分）
◆坂戸保健所
　☎ 283－7815（平日 午前８時 30 分～午後５時 15 分）

対象：原則 16 歳～ 69 歳まで（ただし、65 歳以上
の方は、健康を考え 60 歳～ 64 歳の間に献血経験
がある方のみ）　日時：３月 23 日（月） ①午前９時
30 分～ 11 時 30 分 ②午後１時 30 分～４時　場所：
①町ふれあいセンター ②町保健センター　内容：
200ml と 400 ml の献血　問合せ：町保健センター
☎ 296－2530

　平成 27 年度から、町民海の家の利用期間は７月
１日から８月 31 日までの期間限定に変更になりま
す。なお、補助対象などの要件に変更はありません。
補助対象：町内在住の４歳以上の方。開設期間中、
１人１泊以内。　開設期間：７月１日～８月 31 日　
補助額：１泊 3,000 円（会計時に控除）　問合せ：
役場町民課☎ 296－5891

　国民健康保険は、病気やけがをしたときなどに備え、加入
者がお金を出し合って、みんなで支えあう制度です。ここ数
年は医療の高度化などに伴い、医療費の支出は年々増加する
傾向にあり、国民健康保険の財政状況は厳しい状態です。
　そこで、財政状況を踏まえ、医療費の増加を想定し、平成
27 年度より、右表のとおり課税限度額の引き上げを行うこと
になりました。皆さまのご理解とご協力をお願いします。
■問合せ　役場税務課 賦課担当☎ 296－5892 または役場町民
課 保険年金担当☎ 296－5891

※�地方税法の改正に伴い、上記のとおり課税限度額
が引き上げとなります。なお、税率および課税方
式（４方式）は変わりません。

献血にご協力ください 鳩山町民海の家利用期間を変更します 　国民健康保険税の課税限度額を引き上げます 国民健康保険税課税限度額の変更内容

　

町
で
は
、
赤
沼
地
区
に
あ
る
菱

沼
周
辺
の
谷
津
田
の
再
生
を
図
る

た
め
、
昨
年
の
広
報
９
月
号
で
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
た
と
こ
ろ

６
人
の
方
の
応
募
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

今
後
、
当
地
区
に
お
け
る
再

生
・
保
全
活
動
に
団
体
と
し
て
取

り
組
む
た
め
、
ご
応
募
い
た
だ
い

た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
を
会
員
と

し
て
「
菱
沼
谷
津
田
再
生
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
」
を
設
立
し
、
活
動
に
着

手
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
当

面
の
活
動
に
は
、
事
業
計
画
の
進

行
管
理
な
ど
に
町
が
積
極
的
に
関

与
し
、
会
員
の
方
に
は
除
草
作
業

　

内
閣
府
で
は
、
例
年
、
月
別
自

殺
者
数
の
最
も
多
い
３
月
を
「
自

殺
対
策
強
化
月
間
」
と
定
め
て
い

ま
す
。
こ
の
期
間
に
、
国
や
県
、

市
町
村
を
は
じ
め
、
直
接
・
間
接

的
に
関
係
す
る
組
織
や
団
体
な
ど

が
幅
広
く
手
を
つ
な
ぎ
、
さ
ま
ざ

ま
な
悩
み
や
問
題
を
抱
え
た
人
々

へ
「
生
き
る
支
援
」
を
展
開
す
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

早
春
は
、
学
校
生
活
や
仕
事
な

ど
に
お
い
て
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
が

多
い
た
め
、
慣
れ
な
い
環
境
や
将

来
へ
の
不
安
か
ら
精
神
状
態
が
不

安
定
に
な
り
が
ち
で
す
。
ま
た
、

気
温
の
急
激
な
変
化
が
体
に
与
え

る
影
響
も
大
き
く
、
自
律
神
経
の

バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
、「
疲
れ
が
と

れ
な
い
」「
体
が
だ
る
い
」
な
ど

の
症
状
を
感
じ
や
す
く
な
る
傾
向

に
あ
り
ま
す
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
複
合
的
に

絡
み
合
い
、
深
く
思
い
悩
ん
で
い

る
人
は
、
自
分
だ
け
で
考
え
方
を

変
え
る
の
は
難
し
い
も
の
で
す
。

一
人
で
抱
え
込
ま
ず
、
ま
ず
は
周

り
の
人
や
専
門
の
窓
口
に
相
談
し

て
み
て
く
だ
さ
い
。
自
分
だ
け
で

は
考
え
つ
か
な
い
ア
イ
デ
ア
が

き
っ
と
見
つ
か
り
ま
す
。

　

町
内
業
者

に
よ
り
、
今
お

住
ま
い
の
住
宅

を
改
修
す
る
場

合
、
そ
の
費
用

の
一
部
を
町
が

補
助
し
ま
す
。

■
対
象　

次
の
①
～
⑥
の
す
べ
て

に
該
当
す
る
方（
１
住
宅
１
回
の
み
）

①
申
し
込
み
時
に
本
町
に
住
民
登

録
を
し
て
い
る
方

②
補
助
対
象
と
な
る
住
宅
の
所
有

者
で
、
同
住
宅
に
居
住
し
て
い
る

方③
申
し
込
み
時
点
で
過
年
度
の
町

民
税
（
国
民
健
康
保
険
税
も
含
む
）

を
滞
納
し
て
い
な
い
方

④
対
象
工
事
が
、
年
度
内
に
完
了

す
る
こ
と

⑤
対
象
工
事
に
つ
い
て
、
町
が
実
施

す
る
同
様
の
補
助
金
を
受
け
て
い

な
い
方

⑥
補
助
金
申
請
前
に
工
事
等
を
着

工
し
て
い
な
い
こ
と

■
補
助
対
象
工
事　

町
内
業
者
が

行
う
50
万
円
以
上
（
税
別
）
の
個

人
住
宅
の
改
修
工
事
（
増
築
を
除

く
）。
た
だ
し
、
部
分
的
な
修
繕
工

事
は
除
き
ま
す
。　

例�

…
建
物
の
内
外
装
の
改
修
工
事
、

居
室
・
居
間
・
玄
関
・
台
所
・

ト
イ
レ
等
の
改
修
工
事
（
た
だ

し
、
公
共
下
水
道
等
へ
の
接
続

工
事
は
除
き
ま
す
。）

■
補
助
金
額　

改
修
工
事
に
要
し

た
費
用
の
１
０
０
分
の
５
に
相
当

す
る
金
額
で
10
万
円
を
限
度
と
し

ま
す
。（
千
円
未
満
切
り
捨
て
）

■
受
付
開
始
日　

４
月
１
日
（
水
）

※
予
算
が
な
く
な
り
次
第
終
了
し

ま
す
の
で
早
め
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

■
申
込
方
法　
「
鳩
山
町
住
宅
リ

フ
ォ
ー
ム
補
助
金
交
付
申
請
書
」

に
、
以
下
の
書
類
を
添
付
し
て
、

役
場
産
業
振
興
課
へ
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。　

①
住
民
票
の
写
し

②
町
税
（
国
民
健
康
保
険
税
を
含

む
）
の
納
税
証
明
書

③
家
屋
所
有
証
明
書

④
改
修
工
事
の
見
積
書
の
写
し

⑤
改
修
工
事
の
図
面

■
問
合
せ　

役
場
産
業
振
興
課

☎
２
９
６

－５
８
９
５

や
休
耕
田
の
整
備
、
イ
ベ
ン
ト
の

企
画
・
運
営
な
ど
の
活
動
を
し
て

い
た
だ
く
予
定
で
す
。

　

再
生
・
保
全
活
動
な
ど
に
は
、

さ
ら
に
多
く
の
方
の
ご
協
力
が
必

要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
改
め
て
会

員
の
募
集
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、

会
員
以
外
に
、
除
草
作
業
な
ど
の

お
手
伝
い
を
し
て
い
た
だ
け
る
賛

助
会
員
も
同
時
に
募
集
し
ま
す
。

　

鳩
山
町
ら
し
い
景
観
を
再
生
す

る
た
め
、
お
手
伝
い
い
た
だ
け
る

方
の
ご
連
絡
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。

■
募
集
期
間　

３
月
２
日
（
月
）

～
20
日
（
金
）

■
活
動
内
容　

草
刈
り
、
休
耕
田

整
備
、
各
種
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
・

運
営
な
ど

■
そ
の
他　

報
酬
お
よ
び
交
通
費

の
支
給
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
町
で

傷
害
保
険
に
加
入
し
ま
す
。

■
応
募
方
法　

東
出
張
所
ま
た
は

役
場
北
部
地
域
活
性
化
推
進
室

（
１
階
）
に
あ
る
登
録
申
込
書
に

記
入
し
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　

北
部
地
域
活
性
化
推

進
室
☎
２
９
６

－

７
８
８
７

金
の
届
出
が
必
要
で
す
。
届
出
忘

れ
や
納
め
忘
れ
か
ら
、
年
金
が
受

け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

※
届
出
の
内
容
に
よ
り
、
届
出
先

が
異
な
っ
た
り
、
添
付
書
類
が
必

要
に
な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　

役
場
町
民
課 

保
険

年
金
担
当
☎
２
９
６

－

５
８
９
１

（
直
通
）
ま
た
は
川
越
年
金
事
務

所
☎
２
４
２

－

２
６
５
７（
代
表
）

　

20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で
の

40
年
間
は
、
す
べ
て
の
人
が
国
民

年
金
に
加
入
し
ま
す
。
職
業
な
ど

に
よ
り
、
加
入
種
別
は
３
つ
〔
第

１
号
被
保
険
者
（
自
営
業
者
な

ど
）・
第
２
号
被
保
険
者（
会
社
員
・

公
務
員
）・
第
３
号
被
保
険
者
（
会

社
員
等
の
被
扶
養
配
偶
者
）〕
に

分
か
れ
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
春
先
に
か
け
て
・
就

職
や
結
婚
な
ど
の
異
動
に
よ
り
加

入
の
種
別
が
変
わ
る
と
き
は
、
年

菱ひ

し

ぬ

ま沼
谷や

つ

だ

津
田
再
生
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

会
員
・賛
助
会
員
募
集

就
職
や
結
婚
な
ど
を
し
た
と
き
は

国
民
年
金
の
届
出
を

鳩
山
町
ら
し
い
景
観
の
再
生
へ

届出が必要になる場合
こんなとき どうする 届出先

20 歳になっ
たとき

国民年金に加入
の手続きをする

第１号被保険
者→町役場
第３号被保険
者→配偶者の
勤務先

会社を退職
したとき

国民年金に加入
の手続きをする
（被扶養配偶者で
あった方も同様）

町役場

結婚や退職
等で配偶者
の 扶 養 に
入ったとき

第３号被保険者
への種別変更の
届出をする

配偶者の勤務
先

配偶者の扶
養からはず
れたとき

第３号被保険者か
ら第１号被保険者
への種別変更の手
続きをする

町役場

配偶者が会
社をかえた
とき

引き続き第３号
被保険者となる
手続きをする

配偶者の新し
い勤務先

写真はイメージです

区　分 改正前 改正後 増額

国民健康保険分 47万円 51 万円 4 万円

後期高齢者支援金分 12万円 16 万円 4 万円

介護保険分 9万円 14 万円 5 万円

合　計 68万円 81 万円 13 万円

ま
ず
は
相
談
す
る
こ
と
か
ら

始
め
て
み
ま
せ
ん
か

住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
資
金
を

補
助
し
ま
す

３
月
は
自
殺
対
策
強
化
月
間

４
月
１
日
か
ら
受
付
開
始
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